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５ 小高区小中学校再編の基本的事項 

 

 本市が目指す学校教育の実現のため、次のとおり小高区小中学校の再編を進めます。 

 

               小高小     福浦小    金房小    鳩原小         小高中 

 

 

 

 

        小学校を 1 校に再編           小高中 

 
                         施設分離型で小中一貫教育を目指します。 
 
 小学校は、これまで小高区 4 小学校として合同運営していた小高・福浦・金房・鳩原小学校を 1 校に

再編します。中学校は、他中学校との統合等は行いません。 

また、小中一貫教育については、これまでの小・中学校それぞれの連携項目を洗い出し、協議し、小学

校再編を機に、より連携を深めるとともに、小中一貫の教育目標を掲げ、施設分離型の小中一貫教育

を目指します。 

なお、統合し 1 校に再編される小学校の基本的事項は次のとおりとします。 

 

 

 

（１）統合校の位置 

 

    「現小高小学校の位置」とします。 

    所在地:福島県南相馬市小高区関場一丁目７７番地の１ 

 

   理 由  
   統合校の位置は、通学区域が広範囲となったことにより、通学距離の平準化の観点のみではなく、

これまでの様々な懇談会等でも、現小高小校舎以外を望む声が無かったことや、令和 3 年 4 月の統

合校運営に向け、2(５）「小高区内の小中学校校舎等の施設の現状」で示したとおり、施設面でも

現小高小学校校舎のみが支障なく使用できるため。 

 

 

 

 

 

連携 
深化 令和 2 年度まで 

令和 3 年度から 
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（２）統合校の通学区域 

 

     「小高区全域」とします。 

また、通学区域外からの入学を認める「小規模特認校制度」の導入を目指します。 

 

   理 由  

   統合校の通学区域は、旧小高区 4 小学校の区域（小高区全域）となる。しかし、統合後におい

ても、適正化計画で示す、望ましい適正規模※を満たさない見込みであること、また、令和 2 年度の

「おだか認定こども園」の開園を踏まえ、通学区域外からの入学を認める小規模特認校制度について

検討し、導入を目指す。 

 

 

 

 

（３）統合校の学校名 

  

    「小高小学校」とします。 

 

   理 由  

   地区懇談会等では、「小高の名称を残したい」の声があった一方で、「新しい校名とした方が良い」

などの意見をいただいた。 

このような意見を踏まえ、統合準備協議会で慎重に審議を深め、「中学校と同様に『小高』とするこ

とが望ましい」「小高区の学校なので『小高』で違和感がない」「小高区の学校であるので『小高』を残

す必要がある」などの考えから、学校名は「小高小学校」とします。 

 
 
（４）統合校の校章 
 

    「現小高小学校の校章」とします。 

 

   理 由  

   統合準備協議会での協議においては、「新しい校章を作った方が良い」「地域に広く公募して決定」

など、新たな校章の検討も慎重に審議したが、現小高小学校の校章は、「小高区全体を象徴してい

るぴったりの校章」「九曜の星で形どられた校章は、丸みを帯び、小高・福浦・金房・鳩原の子どもたち

が地域の人に見守られながら、仲良く学校生活を送るイメージが持てる」などから、現在の小高小学校

の校章を継承します。 

※望ましい適正規模 「南相馬市公立学校適正化計画（平成３０年 11 月策定）一部抜粋」 

小学校１学級あたりの児童生徒数：小学校は 21～25 人 

小学校１学年あたりの学級数：２学級から３学級 

小学校 1 校あたりの学級数：12 学級から 8 学級 
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（５）統合校の制服・運動着 

 

   ① 制 服  「定めない、採用しない」とします。 

   ② 運動着  「現小高小学校の運動着」とします。 

 

   理 由  

   統合校の制服は、統合準備協議会の協議で、「制服を設定することにより保護者の経済的負担

が増加」「新しく作る合理的な理由がない」との意見を踏まえ、統合校の制服は「定めない」とします。 

   統合校の運動着は、懇談会等や統合準備協議会で、「別の運動着を着ていても、児童たちは違

和感なく学校生活を送れている」との見解もありましたが、一つの学校として運営することを契機とし、

現状のものを使用できる間は着衣可能とした移行期間を設けた上で、比較的に新しいデザインや一

定程度の機能性を有する現小高小学校の運動着に統一します。 

 
 
（６）統合校の校歌 
 

    「現小高小学校の校歌」とします。 
 

   理 由  

   統合校の校歌については、懇談会等や統合準備協議会でも、様々な意見が出されました。「現状

の 4 校それぞれの校歌の一番を歌うスタイルについて、今となっては児童たちに浸透している」「４校の

統合に合わせ、校歌も新しくしてみては」との意見もありました。 

 これを踏まえ、統合準備協議会では、4 校分の校歌を全て歌う現状のスタイルを、今後も継続して

いくことの妥当性を協議したところ、「児童は 4 校分歌えるが、順番が変わったり、途中から伴奏を弾き

直したりすると歌えなくなる児童がいる」ことが判明しました。 

また、4 校の校歌を 1 曲に編曲する等の意見も出されましたが、著作権に加え、１つの詩や曲に対

する作詞者や作曲者の思いを尊重し、現在の校歌の編曲は適さないと判断しました。 

このような協議の中で、現小高小学校校歌を注目すると、「川や海、田畑など地域全体を象徴す

る歌詞が入っており、校章と同様で、小高区全体を象徴し得る。」ことから、統合校の校歌は現小高

小学校の校歌とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 


